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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　テキストを備えるデジタル著作物をｅＢｏｏｋのリーダ装置上に提示する方法であって
、前記デジタル著作物は、対応する不変的位置参照識別子に基づいて前記デジタル著作物
のコンテンツを参照する目次を有し、前記目次は、前記デジタル著作物を検索して前記デ
ジタル著作物内の任意の位置マークを求めること、および前記デジタル著作物内の前記位
置マークを対応する不変的位置参照識別子で置換または重ね合わせることによって生成さ
れ、前記方法は、
　前記デジタル著作物の部分を、フォントサイズおよび行間を含む一組の表示条件の下で
前記ｅＢｏｏｋのリーダ装置のディスプレイ画面上に表示するステップと、
　前記ｅＢｏｏｋリーダ装置の前記ディスプレイ画面上に、前記ディスプレイ画面上に表
示される前記デジタル著作物の部分に対応するバイトカウントに少なくとも一部基づく、
１つまたは複数の不変的位置参照識別子を表示するステップであって、前記１つまたは複
数の不変的位置参照識別子は前記デジタル著作物から分離され、前記デジタル著作物は前
記不変的位置参照識別子を与えることにより変更されず、前記不変的位置参照識別子によ
りユーザは前記デジタル著作物内のコンテンツの位置を判定することが可能となり、前記
コンテンツの位置は、前記デジタル著作物の先頭および終端に対して与えられる、ステッ
プと
　を含み、
　それぞれの不変的位置参照識別子は、前記デジタル著作物の部分が表示される前記表示
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条件と無関係に、前記デジタル著作物の対応する部分とともに与えられることを特徴とす
る方法。
【請求項２】
　テキストを備えるデジタル著作物を索引付けする方法であって、
　前記デジタル著作物を複数のセグメントに分割するステップと、
　複数の逐次的で一意な不変的位置参照識別子を生成するステップと、
　前記デジタル著作物が表示される表示条件と無関係に、それぞれの不変的位置参照識別
子が前記デジタル著作物の対応するセグメントに一意に割り当てられるように、前記デジ
タル著作物のそれぞれのセグメントに一意な不変的位置参照識別子を逐次的に割り当てる
ステップと、
　前記デジタル著作物を検索して前記デジタル著作物内の任意の位置マークを求めるステ
ップと、
　前記デジタル著作物内の前記位置マークを対応する不変的位置参照識別子で置換または
重ね合わせるステップと、
　対応する不変的位置参照識別子に基づいて前記デジタル著作物のコンテンツを参照する
目次を与えるステップと
　を含むことを特徴とする方法。
【請求項３】
　前記デジタル著作物の部分を、一組の表示条件の下でディスプレイ画面上に表示するス
テップと、
　前記ディスプレイ画面上に、前記ディスプレイ画面上の前記デジタル著作物の部分に対
応する１つまたは複数の不変的位置参照識別子を与えるステップであって、前記不変的位
置参照識別子は前記デジタル著作物から分離されているステップと
　をさらに含み、
　それぞれの不変的位置参照識別子は、前記デジタル著作物の部分が表示される前記表示
条件と無関係に、前記デジタル著作物の対応する部分とともに与えられることを特徴とす
る請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記位置参照識別子は、前記デジタル著作物が前記不変的位置参照識別子により変更さ
れないように、前記デジタル著作物から分離されていることを特徴とする請求項１～３の
何れかに記載の方法。
【請求項５】
　リーディング・ペインおよびナビゲーション・ペインを前記ディスプレイ画面上に表示
するステップであって、前記デジタル著作物の部分は前記リーディング・ペイン内に表示
され、前記不変的位置参照識別子は前記ナビゲーション・ペイン内に与えられる、ステッ
プをさらに含むことを特徴とする請求項１、３、または４の何れかに記載の方法。
【請求項６】
　前記不変的位置参照識別子は、前記ディスプレイ画面上に表示した前記デジタル著作物
の部分に重ね合わせることにより与えられることを特徴とする請求項１または３～５の何
れかに記載の方法。
【請求項７】
　前記不変的位置参照識別子は、ユーザが前記ディスプレイ画面上に表示した前記デジタ
ル著作物の部分を選択したことに応じて与えられることを特徴とする請求項１または３～
６の何れかに記載の方法。
【請求項８】
　それぞれの不変的位置参照識別子は、テキスト文字、単語もしくは単語文字列、文、段
落、図面、イメージ、チャート、表、非テキスト形式のオブジェクト、または前記デジタ
ル著作物の部分を表すデータのバイトカウントに対応することを特徴とする請求項１～６
の何れかに記載の方法。
【請求項９】
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　それぞれの不変的位置参照識別子は、多くても４桁の数字を有する数字識別子を備える
ことを特徴とする請求項１～８の何れかに記載の方法。
【請求項１０】
　前記デジタル著作物が、前記不変的位置参照識別子を備える関連データを有するかどう
かを判定するステップと、前記判定に基づいて、
　前記不変的位置参照識別子を備える前記関連データが存在すると判定される場合は、前
記不変的位置参照識別子を備える前記関連データに基づいて前記不変的位置参照識別子を
与えるステップと、
　前記不変的位置参照識別子を備える前記関連データがないと判定される場合は、前記デ
ジタル著作物の表示部分を表すデータのバイトカウントに基づいて前記不変的位置参照識
別子を与えるステップと
　をさらに含むことを特徴とする請求項１または３～９の何れかに記載の方法。
【請求項１１】
　前記デジタル著作物を分割前に前記著作物の印刷されたコピーからキャプチャするステ
ップをさらに含み、
　前記デジタル著作物を分割するステップは、前記デジタル著作物を所定の高さの水平バ
ンドに分けるステップを含み、前記所定の高さは前記著作物の印刷されたコピーのそれぞ
れのページの高さに少なくとも部分的に基づいていることを特徴とする請求項２～４、８
または９の何れかに記載の方法。
【請求項１２】
　プロセッサにより実行されるときに請求項１～１１の何れかに記載の方法をプロセッサ
に実行させるためのコンピュータ読み取り可能な命令を備えることを特徴とする１つまた
は複数のコンピュータ読み取り可能な媒体。
【請求項１３】
　１つまたは複数のプロセッサを含み、前記１つまたは複数のプロセッサは、前記１つま
たは複数のプロセッサにより実行されるときに請求項１～１１の何れかに記載の方法を実
行することを特徴とする装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、デジタル著作物における不変的参照に関する。
【背景技術】
【０００２】
　情報を電子的に配信することが、パーソナルコンピュータおよびインターネットなどの
広域ネットワークの普及に伴って重要となっている。インターネットが広く使われること
で、本などの大規模で一貫した情報の単位を、電子技術を用いて配信することが可能とな
っている。電子技術を用いて配信される本は一般に電子書籍（「ｅＢｏｏｋ」）と呼ばれ
ている。様々な事業体が、ブロードバンド接続およびダイヤルアップ接続などの通常のイ
ンターネット接続上でｅＢｏｏｋをダウンロード可能としている。
【０００３】
　一般に、デジタル著作物は表示装置上に提示される仮想フレームとして構成され、ユー
ザは電子コンテンツの１つの仮想フレームまたは「ページ」から別の仮想フレームまたは
「ページ」へ移動または変更することができる。本明細書で用いる「ページ」という用語
は、ディスプレイ上に或る時点に提示されるコンテンツの集合体を指す。従って、本明細
書で説明されるように「ページ」は恒久的に固定されたものではなく、画面サイズ、フォ
ントタイプまたはサイズ、余白、行間、解像度、等などの表示条件の変化に基づいて再定
義またはページ再割当てされうる。
【０００４】
　ｅＢｏｏｋを、例えばコンピュータモニタ、ＰＤＡ（Portable Digital Assistant）、
ポケットＰＣ（Personal Computer）、および特殊なｅＢｏｏｋリーダ装置などの様々な
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異なる表示装置上で表示し、読むことができる。様々な表示オプションのうち画面サイズ
は或る表示装置と別の表示装置とでは大きく異なる場合がある。例えば、コンピュータモ
ニタは、画面サイズが（対角線で測定して）２１インチ以上である場合があり、一方でポ
ケットＰＣの画面サイズは数インチ程度しかない場合がある。単に画面が大きいので、ポ
ケットＰＣよりもより多くのコンテンツを、コンピュータモニタに一度に表示することが
できる。従って、コンピュータモニタに表示するとｅＢｏｏｋの或る特定のページ（例え
ば、１０ページ）に現れるコンテンツを、画面サイズがより小さいポケットＰＣまたは他
の何らかの表示装置上に表示すると、それよりかなり後のページ（即ち、５０ページ）に
現れるかもしれない。
【０００５】
　フォントタイプも、どの位多くのテキストコンテンツ（textual content）をディスプ
レイ画面上に表示できるかに影響を及ぼす。異なるフォントにより、１インチ当り異なる
数の文字を有する場合があり、均一または可変の文字幅を有する場合がある。おそらくよ
り重要なことは、フォントサイズがディスプレイ画面上に表示されるコンテンツの量にも
影響を及ぼすことである。一般に、フォントサイズが小さければ小さいほど、ディスプレ
イ画面上に入るテキストは多くなり、その逆も真である。
【０００６】
　これらおよび他の表示条件（例えば、画面の解像度、余白、行間、等）は、所与のディ
スプレイ画面上に表示できるコンテンツの量に影響を及ぼす。従って、ｅＢｏｏｋを或る
表示装置上で読んでいるユーザが、ページ引用を別の表示装置上で同一のｅＢｏｏｋを読
む者に意味があるように伝達することは、困難または不可能である恐れがある。なぜなら
、前述の表示条件の１つまたは複数が異なる場合があるからである。例えば、読者が２７
ページ３行目の意味のある引用文を引用するとき、この引用は他の殆どの読者に対しては
正確でない可能性が高い。
【０００７】
　ユーザがｅＢｏｏｋを読んでいる途中にフォントタイプ、フォントサイズ、余白、また
は他の何らかの表示条件の変更を決めると、別の問題が生ずる恐れがある。この場合、ユ
ーザは恐らく、表示条件の変更前に自分がどのページを読んでいたかを知っている。しか
し、変更後は、ユーザが以前に読んでいたコンテンツはｅＢｏｏｋの異なるページにある
可能性があり、ユーザは中断した場所を容易に見つけることができない恐れがある。
【０００８】
　従って、電子コンテンツ内の素材を特定または参照する方法を改善して、読者がｅＢｏ
ｏｋ内をナビゲートして当該ｅＢｏｏｋのコンテンツ内の位置をより良く特定する能力を
改善する必要が依然として残っている。
【発明の概要】
【０００９】
　以上を考慮して、本開示では、画面サイズ、フォントサイズ、またはデジタル著作物の
表示における他の変化と無関係に、電子書籍、電子コンテンツ、または他のデジタル著作
物内の位置を不変的に参照する方法を説明する。１つの態様では、デジタル著作物を提示
する方法は、デジタル著作物の部分を一組の表示条件下でディスプレイ画面上に表示する
ステップ、およびディスプレイ画面上の当該デジタル著作物の部分に対応する１つまたは
複数の不変的位置参照識別子を与えるステップを含む。不変的位置参照識別子はデジタル
著作物から分離されており、それぞれの不変的位置参照識別子は当該デジタル著作物の対
応する部分とともに、当該デジタル著作物の部分が表示される表示条件と無関係に与えら
れる。
【００１０】
　別の態様では、デジタル著作物を索引付けする方法は、デジタル著作物を複数のセグメ
ントに分割するステップ、複数の位置参照識別子を生成するステップ、およびデジタル著
作物のそれぞれのセグメントに一意な位置参照識別子を逐次的に割り当てるステップを含
む。それぞれの位置参照識別子には、デジタル著作物が表示される表示条件と無関係に、
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当該デジタル著作物の対応するセグメントが一意に割り当てられる。
【００１１】
　さらに別の態様では、デジタル著作物のデータ構造を１つまたは複数のコンピュータ読
み取り可能な媒体に格納する。当該データ構造は、当該データ構造のコンテンツを特定す
るヘッダーを含む第１のデータフィールド、テキストを含むデジタル著作物を表すデータ
を含む第２のデータフィールド、および不変的位置参照識別子を含む第３のデータフィー
ルドを含む。それぞれの不変的位置参照識別子をデジタル著作物内の位置に関連付けて、
上記データ構造がコンピュータにより読み取られるとき、それぞれの不変的位置参照識別
子が、コンピュータにより当該デジタル著作物の部分が表示される表示条件と無関係に、
当該デジタル著作物の関連部分とともに与えられるようにする。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
　添付の図面を参照して、「発明を実施するための形態」を説明する。図面においては、
参照番号の最も左の数字（複数可）は、その参照番号が最初に出現した図面を特定する。
異なる図面での同一の参照番号の使用により、同様または同一の項目を示す。
【図１】２つの表示装置が同一の電子書籍（「ｅＢｏｏｋ」）のコンテンツを、表示コン
テンツが現れる従来のページ番号とともに表示している実装を示す図である。
【図２】２つの表示装置が同一のｅＢｏｏｋのコンテンツを、表示コンテンツが現れる従
来のページ番号とともに表示している別の実装を示す図である。
【図３】２つの例示的な表示装置が同一のｅＢｏｏｋのコンテンツを、表示コンテンツが
現れるｅＢｏｏｋ内の位置を特定する位置参照識別子とともに表示している別の実装を示
す図である。
【図４】一実装に従う例示的なｅＢｏｏｋリーダ装置を示す図である。
【図５】消費者に配信する前にｅＢｏｏｋまたは他のデジタル著作物を処理して位置参照
識別子を割り当てる例示的な方法を示すフローチャートである。
【図６】消費者に配信した後にｅＢｏｏｋまたは他のデジタル著作物を処理して位置参照
識別子を割り当てる例示的な方法を示すフローチャートである。
【図７】ｅＢｏｏｋまたは他のデジタル著作物を分割する幾つかの例示的な方法を示すブ
ロック図である。
【図８】１つの例示的な表示方法に従って、ｅＢｏｏｋまたは他のデジタル著作物を図４
のｅＢｏｏｋリーダ装置上に表示する方法を示す図である。
【図９】別の例示的な表示方法に従って、ｅＢｏｏｋまたは他のデジタル著作物をＰＤＡ
（Portable Digital Assistant）に表示する方法を示す図である。
【図１０】データのバイトカウントまたは他の単位に基づいて、ｅＢｏｏｋまたは他のデ
ジタル著作物に対して位置参照識別子を与える例示的な方法を示す概略図である。
【図１１】ｅＢｏｏｋまたは他のデジタル著作物を表示する例示的な方法を示すフローチ
ャートである。
【図１２】ｅＢｏｏｋまたは他のデジタル著作物の例示的なデータ構造を示すブロック図
である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　　（概説）
　上で述べたように、表示装置の可変の画面サイズ、フォントタイプまたはサイズ、余白
、行間、解像度、および他の可変の表示条件のため、デジタル著作物内のページまたは位
置を特定および送信しようとすると問題が発生する。この問題は、表示装置上に表示され
る仮想フレームまたは「ページ」が恒久的に固定されず、表示条件の変化に基づいて再定
義またはページ再割当てされる場合があるために発生する。本開示は、デジタル著作物内
の位置の不変的な参照に関し、この参照によりユーザは、デジタル著作物の画面サイズ、
フォントタイプ、フォントサイズ、または他の表示条件の変化と無関係に、デジタル著作
物内の位置を正確に参照することができる。
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【００１４】
　本明細書で説明する例示的な実装では、不変的位置参照を電子書籍（「ｅＢｏｏｋ」）
に即して説明する。「ｅＢｏｏｋ」および「デジタル著作物」という用語は同義語として
用いられ、本明細書では、印刷された著作物の電子的またはデジタル的な表現だけでなく
、テキスト、マルチメディア、ハイパーテキストおよび／またはハイパーメディアを含み
うる元の電子的またはデジタル的なコンテンツも含むことができる。ｅＢｏｏｋおよび／
またはデジタル著作物の例には、書籍、雑誌、新聞、定期刊行物、ジャーナル、参考資料
、電話帳、教科書、アンソロジー、取扱説明書、議事録、帳票、名簿、地図、等が含まれ
るがこれらに限らない。また、本明細書では様々な態様および機能がｅＢｏｏｋリーダに
適用されるとして説明されているが、本概念を、例えばパーソナルコンピュータ、ポータ
ブルコンピュータ（例えば、ラップトップＰＣまたはポケットＰＣ）、ＰＤＡ（Personal
 Digital Assistant）、ポータブルゲーム機、無線電話、等を含む、ｅＢｏｏｋリーダ装
置以外の他の電子装置または電子リーダで実装してもよい。
【００１５】
　図１は、表示装置の可変の表示条件から生ずる問題を示す。図１は、ロミオとジュリエ
ットのｅＢｏｏｋの一部を表示する２つの表示装置を示す。一方の表示装置は、１９イン
チのコンピュータモニタ１００であり、１２ポイントのフォントで当該ｅＢｏｏｋを表示
している。他方の表示装置は２インチ×３インチの画面をもつＰＤＡ　１０２であり、ｅ
Ｂｏｏｋを８ポイントのフォントで表示している。図１に示すように、表示装置１００お
よび１０２は両方とも、ｅＢｏｏｋの同一位置からコンテンツを表示している。しかし、
コンピュータモニタ１００は、表示コンテンツを当該ｅＢｏｏｋの仮想フレームまたは２
９ページに見つけることができることを示しており、ＰＤＡ　１０２は、当該表示コンテ
ンツを当該ｅＢｏｏｋの１０８番目の仮想ページに見つけることができることを示してい
る。ページ番号におけるこの違いは２つの表示装置の表示条件が異なることに起因し、こ
の違いにより、ｅＢｏｏｋのユーザが別のユーザに当該ｅＢｏｏｋ内の特定のコンテンツ
を参照させることが困難になる。例えば、ロミオとジュリエットを１９インチのモニタ１
０で読んでいるユーザは、ロミオとジュリエットをＰＤＡ　１０２で読んでいるユーザに
、ロミオの隠喩「Ｊｕｌｉｅｔ　ｉｓ　ｔｈｅ　ｓｕｎ!」を読むにはどこのページに行
けばよいかを容易に伝えることはできないであろう。
【００１６】
　図２に、表示装置の１つを用いるユーザがｅＢｏｏｋのフォントサイズの変更を決める
場合に生ずる同様の問題を示す。この変更は、ｅＢｏｏｋの仮想ページ番号付けに影響を
及ぼすであろう。例えば、老眼鏡をかけたあとに、ロミオとジュリエットをＰＤＡ　１０
２で読んでいるユーザが、仮想ページを頻繁にめくる必要がないように、フォントサイズ
を６ポイントに変更することを決めるとする。この場合、より多くのテキストがそれぞれ
の表示ページに入るので、ロミオの隠喩「Ｊｕｌｉｅｔ　ｉｓ　ｔｈｅ　ｓｕｎ!」は、
例えば６８ページのように、ｅＢｏｏｋのより前の仮想ページに現れるであろう。ユーザ
は、表示条件を変更する前に読むのを中断した場所を見つけるのが難しいかもしれない。
【００１７】
　図３に、表示条件の変化に関する前述の問題を是正する例示的な不変的位置参照方式を
示す。図３に示すように、ロミオとジュリエットのｅＢｏｏｋを、再度異なる表示条件を
有する２つの異なる表示装置１００および１０２により表示する。しかし、この場合、表
示条件の変化に伴って変化しうる仮想ページ番号を表示するのではなく、表示装置は、表
示コンテンツ３０２の少なくとも一部（明快さのためテキストボックスで示す）に対応す
る不変的位置参照識別子３００を表示する。不変的位置参照識別子３００は、ｅＢｏｏｋ
内のコンテンツ３０２の特定の位置またはセグメントに対応する一意な識別子であり、画
面サイズ、フォントタイプもしくはサイズ、解像度または他の表示条件の変更による影響
を受けない。従って、不変的位置参照識別子３００は、表示装置の表示条件と無関係な、
割り当てられたテキスト３０２に対する参照を提供する。これによりユーザは、特定のｅ
Ｂｏｏｋのコンテンツの位置を、同一のｅＢｏｏｋを他の表示装置上で、および／または
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異なる表示条件で読んでいる他のユーザに容易に伝えることができる。さらに、不変的位
置参照方式により、表示装置は、読者が読むのを中断した位置を、フォントタイプもしく
はサイズ、余白、行間、および／または他の何らかの表示条件の変更後でも特定すること
ができる。その結果、ユーザは読むのを中断した場所を、表示条件のいかなる変更とも無
関係に、容易に見つけることができる。
【００１８】
　図３に示す実装では、不変的位置参照識別子３００を、ｅＢｏｏｋ内の位置参照の総数
とともに与えてある（この場合、２０１が不変的位置参照識別子であり、２５００がｅＢ
ｏｏｋ内の位置参照の総数である）。これにより、ユーザは、ｅＢｏｏｋ内のどこで表示
コンテンツを見つけられるか（この場合、ｅＢｏｏｋの１０ページ目をやや下回る）を近
似的に知ることができる。しかし、位置参照識別子の総数は与えられる必要はなく、不変
的位置参照識別子３００を単体で、または章、節、ｅＢｏｏｋのタイトル、著者名、読書
時間、等などの、１つもしくは複数の他種の情報と組み合わせて表示してもよい。他の実
施形態では、不変的位置参照識別子３００は章、節等の内部にあってもよい（例えば、「
７章、２０１／９００」は７章内の総数９００個の位置参照のうち２０１番目の位置を示
す）。
【００１９】
　また、不変的位置参照識別子３００は、ディスプレイ画面下端に沿ったナビゲーション
バー３０２内に示されている。しかし、他の実装では、不変的位置参照識別子３００を画
面上の他の位置に表示してもよく、連続的、定期的、および／またはユーザの要求時に表
示してもよい。例えば、不変的位置参照識別子３００を、ディスプレイ画面の上端に沿っ
て、ディスプレイ画面の側面に沿って、ｅＢｏｏｋのコンテンツに重ね合わせて、ドロッ
プダウンメニュー内に、あるいは他の任意の既知のユーザインタフェースまたは表示技術
で表示することができる。別の例では、不変的位置参照識別子を、所与の不変的位置参照
識別子に対応するｅＢｏｏｋの部分またはｅＢｏｏｋ内の位置をユーザが選択または指示
した後に表示してもよい。
【００２０】
　これらおよび他の不変的位置参照の実装を論ずる前に、例示的な表示装置を簡潔に説明
して、不変的位置参照の技術に対する文脈を与える。
【００２１】
　　（例示的なｅＢｏｏｋリーダ装置）
　図４に、不変的参照の技術を使用できる１つの適切な表示装置４００を示す。しかし、
事実上、他の任意の種類の表示装置を使用して、本明細書で説明する不変的参照を実装す
ることができる。図示した実装では、装置４００をハンドヘルド式のｅＢｏｏｋリーダ装
置として具現化してある。表示装置４００の様々な特徴を以下で簡潔に説明する。しかし
、この例示的な表示装置のより完全な説明は、米国特許出願第１１／２７７，８９３号明
細書、２００６年３月２９日出願、「Handheld Electronic Book Reader Device Having 
Dual Displays」に記載されており、当該文献は、参照することにより本明細書に取り込
まれるものとする。
【００２２】
　図４に示すように、ｅＢｏｏｋリーダ装置４００は、本体または筐体４０２、キーボー
ド４０４、ならびに第１のディスプレイ４０６および第２のディスプレイ４０８から成る
デュアルディスプレイシステムを有する。装置のキーボード４０４は、ユーザ入力のため
の複数の英字キー、数字キー、および／またはファンクションキーを含む。
【００２３】
　デュアルディスプレイシステム内の第１のディスプレイ４０６は、コンテンツを人間が
読める形式でユーザに提示する。第１のディスプレイ４０６に提示されるコンテンツは、
電子書籍、新聞、または他の読み取り可能なもしくは可視の題材（viewable material）
などのデジタル著作物とすることができる。例えば、ディスプレイ４０６は電子書籍のテ
キストを提供し、当該電子書籍に含まれうる任意のイラスト、表、またはグラフィック要
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素も表現する。
【００２４】
　デュアルディスプレイシステムの第２のディスプレイ４０８は、コンテンツディスプレ
イ４０６に隣接して配置された細型の画面である。細型のディスプレイ４０８はコンテン
ツディスプレイ４０６の右側に位置するよう示してあるが、他の実装では筐体４０２内の
他所に配置してもよい。細型のディスプレイ画面４０８は例えば、指、スタイラスペン、
または他の同様なポインティングデバイスを介して登録されたユーザ入力に応答すること
ができる。さらに、細型のディスプレイ画面４０８により、コンテンツディスプレイ４０
６に表示されたコンテンツに対応するグラフィック要素を提示することができる。
【００２５】
　ｅＢｏｏｋリーダ装置４００は、ｅＢｏｏｋおよびデジタル著作物の内部、およびそれ
らの間でナビゲートするための様々なユーザ入力４１０も含むことができる。存在し得る
ユーザ入力の例には、ボタン、スクロールホイール、サムホイール、サムスティック、ユ
ーザの親指または指の動きを検出し登録するセンサ、触覚センサ、または他の任意の従来
型のユーザ入力機構が含まれる。
【００２６】
　ｅＢｏｏｋリーダ装置４００は、様々な内部コンポーネントも有し、それらを一般的に
ｅＢｏｏｋリーダサブシステム４１２と称する。一実装では、サブシステム４１２は、シ
ステム記憶装置４１４および処理ユニット４１６を含む。処理ユニット４１６はシステム
記憶装置４１４と情報のやりとりをして、ｅＢｏｏｋリーダ装置４００の動作を円滑にす
る。システム記憶装置４１４を使用して複数のｅＢｏｏｋ４１８および他のコンテンツ、
ならびに処理ユニットにより実行可能なソフトウェアプログラムまたは他の実行可能モジ
ュール４２０を格納することができる。このようなプログラムまたはモジュールの例には
、ｅＢｏｏｋを不変的位置参照識別子で索引付けする索引付けモジュール、リーダプログ
ラム、制御モジュール（例えば、電源管理）、ネットワーク接続ソフトウェア、動作モデ
ル、ディスプレイドライバ、センサ・アルゴリズム、ページめくり検出器（page turn de
tector）、等を含むことができる。
【００２７】
　システム記憶装置４１４は、コンピュータ読み取り可能な命令、データ構造、プログラ
ムモジュール、または他のデータなどの情報を記憶するための任意の方法または技術で実
装した、揮発性メモリ（ＲＡＭ等）、不揮発性メモリ、取外し可能なメモリ、および／ま
たは取外し不可能なメモリを含むことができる。また、処理装置４１６は、システム記憶
装置４１４に加えて、またはその代替として、オンボードメモリを含むことができる。シ
ステム記憶装置４１４および／または処理ユニット４１６に含むことができる記憶媒体の
例には、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、フラッシュメモリもしくは他のメモリ技術、Ｃ
Ｄ－ＲＯＭ、ＤＶＤ（Digital Versatile Disk）もしくは他の光学式記憶装置、磁気カセ
ット、磁気テープ、磁気ディスク記憶装置もしくは他の磁気記憶装置、または所望の情報
を記憶するために使用でき、ｅＢｏｏｋリーダ装置４００によりアクセスすることができ
る他の任意の媒体が含まれるが、これらに限定されない。任意のこのようなコンピュータ
記憶媒体を、ｅＢｏｏｋリーダ装置４００の一部とすることができる。
【００２８】
　本明細書で説明されている様々な命令、方法および技術を、１つまたは複数のコンピュ
ータまたは他の装置により実行されるプログラムモジュールなどの、コンピュータ実行可
能な命令の一般的なコンテクストに即して考察することができる。一般に、プログラムモ
ジュールには、特定のタスクを実行するか、特定の抽象データ型を実装するルーチン、プ
ログラム、オブジェクト、コンポーネント、データ構造、等が含まれる。これらのプログ
ラムモジュール等をネイティブコードとして実行することができ、または、例えば仮想マ
シンもしくは他のジャストインタイムコンパイル実行環境などにダウンロードして実行す
ることができる。一般に、プログラムモジュールの機能性を、様々な実施形態において望
ましいように組み合わせ、または分散することができる。これらのモジュールおよび技術
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の実装を何らかの形態のコンピュータ読み取り可能な媒体に格納するか、またはそれらを
通して伝送することができる。
【００２９】
　　（不変的位置参照の概説）
　不変的位置参照により、表示装置の画面サイズ、フォントタイプもしくはサイズ、解像
度、または他の表示条件と無関係に、ｅＢｏｏｋ内のコンテンツの特定の位置またはセグ
メントを意味があるように特定および伝達することが可能となる。一般に、これはデジタ
ル著作物のコンテンツに渡る各位置に、またはデジタル著作物の個々のセグメントに一意
な参照識別子を割り当てることで達成される。これらの参照識別子は、デジタル著作物が
表示される表示装置の表示条件に依存しない。その意味で、参照文字は不変的である。不
変的位置参照識別子を、デジタル著作物自体における任意の分割マーク（dividing indic
ia）（例えば、ページ番号、章番号、書籍番号、節番号、等）および任意の仮想（可変）
ページ番号付けに加えて、またはこのような分割マークおよび／または仮想ページ番号付
けの代わりに提供することができる。不変的位置参照識別子は、ユーザがそれによりデジ
タル著作物内のコンテンツの位置を判定し、デジタル著作物の先頭および終点に対するコ
ンテンツの相対的な位置を近似的に判定できる、信頼度の高い手段を提供する。不変的位
置参照識別子は、ｅＢｏｏｋから引用もしくは抜粋元を特定する手段、または或るｅＢｏ
ｏｋが別のｅＢｏｏｋの一節を参照する時点（例えば、シェークスピアの「ロミオとジュ
リエット」の位置２１０５）を特定する手段としても使用することができる。
【００３０】
　デジタル著作物のコンテンツ内で、またはデジタル著作物のコンテンツに関連付けて、
不変的位置参照識別子を与える多数の方法がある。例えば、不変的参照識別子を、作成後
であるが消費者への配信前に、デジタル著作物に埋め込むか、または付加することができ
る。このアプローチを本明細書では前処理と称する。あるいは、消費者への配信後、およ
びデジタル著作物をロードした後に、表示装置により不変的位置参照識別子を生成し、デ
ジタル著作物のコンテンツに関連付けることができる。このアプローチを本明細書では後
処理と称する。さらに他の実装では、デジタル著作物のコンテンツに対応するデータのバ
イトカウントまたはアドレスを不変的位置参照識別子として使用することができ、この場
合、不変的位置参照識別子を特に生成する必要はない。図５～７により、デジタル著作物
のコンテンツ内に、またはデジタル著作物のコンテンツに関連付けて、不変的位置参照識
別子を与える幾つかの例示的な方法を説明する。
【００３１】
　　（デジタル著作物を索引付けする例示的な前処理方法）
　図５は、消費者に配信する前にデジタル著作物を不変的位置参照識別子で索引付けする
例示的な方法５００（「前処理」）を示すフローチャートである。方法５００を、少なく
とも幾つかのテキストを含む任意のデジタル著作物に適用することができる。方法５００
は５０２で開始し、最初にデジタル著作物を、印刷文書もしくはフィルムから（例えば、
スキャンによって）キャプチャするか、または原文のデジタル著作物として作成する。
【００３２】
　５０４で、デジタル著作物を複数のセグメントに分割する。デジタル著作物を多数の異
なる方法で分割することができる。例えば、様々な実装で、それぞれのセグメントは個々
の文字、単語、単語文字列、文、段落、またはテキストコンテンツの他の任意の単位に対
応することができる。あるいは、それぞれのセグメントは所定の複数の文字、単語、文、
または段落（例えば、１０文字ずつ、２単語ごと、５個の文章ごと、等）に対応すること
ができる。さらに他の実装では、デジタル著作物を、原文の印刷著作物の所定領域に対応
する水平および／または垂直のバンドに分割することができる（例えば、それぞれのセグ
メントは、原文の印刷著作物の１インチの水平バンドに存在する文字に対応することがで
きる）。これらの分割技術の各々は、以下で図７を参照してより詳細に説明する。
【００３３】
　５０６で複数の逐次的で一意な位置参照識別子を生成し、５０８で、デジタル著作物の
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それぞれのセグメントに一意な位置参照識別子を逐次的に割り当てる。このように、それ
ぞれの位置参照識別子は、デジタル著作物が表示される表示条件と無関係に、対応するデ
ジタル著作物のセグメントに一意に割り当てられる。換言すれば、位置参照識別子は表示
条件に関して不変的である。
【００３４】
　５１０で、不変的位置参照識別子がデジタル著作物の位置またはセグメントに埋め込ま
れ、付加され、またはそうでなければ関連付けられる。しかし、位置参照識別子がデジタ
ル著作物自体の文字でなく、デジタル著作物の位置またはセグメントに関連付けられる別
個の識別子である限り、位置参照識別子はデジタル著作物から分離されたままである。こ
のように、デジタル著作物のコンテンツは、位置参照識別子を与えることより変更されな
い。位置参照識別子をデジタル著作物に関連付けることができる方法の例には、位置参照
識別子をメタデータとしてデジタル著作物に添付すること、位置参照識別子の索引ファイ
ルをデジタル著作物のデータファイルに付加すること、および位置参照識別子の索引ファ
イルをデジタル著作物のデータファイルとは別に維持することが含まれる。しかし、位置
参照識別子を他の任意の既知の方法でデジタル著作物に関連付けてもよい。
【００３５】
　デジタル著作物自体は、ページ識別子、章識別子、節識別子、図面識別子、表識別子、
等などの何らかの種類のコンテンツの索引付けマーク（indexing indicia）または分割マ
ークを含む場合もあれば含まない場合もある。不変的位置参照はデジタル著作物の本文内
の任意の章、ページ、または他の分割マークに基づくことができるが、一般にはそうでは
ない。従って、位置参照識別子は一般に、デジタル著作物内のいずれの位置マーク（loca
tion indicia）とも無関係に生成される。そうは言うものの、幾つかの実装では、位置参
照識別子を、デジタル著作物内の位置マークに少なくとも部分的に基づいて、デジタルコ
ンテンツに関連付ける場合がある。その場合、５１２でデジタル著作物を検索してデジタ
ル著作物内の任意の分割マークを求めることができ、見つかったこの任意の分割マークを
対応する不変的位置参照識別子または当該不変的位置参照識別子へのハイパーリンクで置
換または重ね合わせることができる。さらに、５１４で目次を生成することができる。目
次は、デジタル著作物のコンテンツを、デジタル著作物内の参照されるコンテンツの位置
に対応する位置参照識別子へのハイパーリンクを用いて参照する。
【００３６】
　続いて、５１６で、デジタル著作物を関連する不変的位置参照識別子とともに消費者に
配信し、５１８で、デジタル著作物を表示装置にロードして表示することができる。
【００３７】
　当然のことながら、方法５００における或る特定の動作を説明した順序で実施する必要
はなく、状況に応じて修正、および／または完全に省略してもよい。例えば、デジタル著
作物内の分割マークを検索し、当該分割マークを不変的位置参照識別子で置換または重ね
合わせる動作５１２、および目次を生成する動作５１４を省略することができる。また、
デジタル著作物を分割する動作５０４、および不変的位置参照識別子を生成する動作５０
６を実施する順序は重要ではなく、これらの動作を必要に応じて反転してもよい。
【００３８】
　　（デジタル著作物を索引付けする例示的な後処理方法）
　図６は、消費者への配信後に不変的位置参照識別子でデジタル著作物を索引付けする例
示的な方法６００（「後処理」）を示すフローチャートである。方法６００は、不変的位
置参照識別子がデジタル著作物に関連付けられる順序および位置を除いて、図５に関して
上述したものと同様である。本実装では、デジタル著作物の消費者への配信後に、不変的
位置参照識別子をｅＢｏｏｋリーダまたは他の表示装置により生成し、デジタル著作物に
関連付ける。
【００３９】
　方法６００では、６０２でデジタル著作物を作成またはキャプチャし、６０４でデジタ
ル著作物を消費者に配信して、６０６で表示装置のメモリにロードする。６０８で、デジ
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タル著作物を、表示装置のメモリ内のプログラムモジュールによりセグメントに分割する
。分割は、上の方法５００に対して論じたものと同様に実施され、図７を参照して以下で
さらに説明する。表示装置のプログラムモジュールはさらに、６１０で不変的位置参照識
別子を生成し、６１２で、それぞれの不変的位置参照識別子を分割したデジタル著作物の
異なる位置またはセグメントに関連付ける。
【００４０】
　幾つかの実装では、６１４で、表示装置のプログラムモジュールはデジタル著作物を検
索して当該デジタル著作物内の任意の分割マークを求めることができ、見つかったこの任
意の分割マークを対応する不変的位置参照識別子で置換または重ね合わせることができる
。さらに、６１６で表示装置のプログラムモジュールは目次を生成することができる。目
次は、デジタル著作物のコンテンツを、デジタル著作物内の参照されるコンテンツの位置
に対応する位置参照識別子へのハイパーリンクを用いて参照する。動作６０８から６１６
のうち１つまたは複数を、６０６で表示のためにデジタル著作物をロードした後に、自動
的に実施することができる。
【００４１】
　６１８で、デジタル著作物を不変的位置参照識別子とともに表示装置に表示する。
【００４２】
　当然のことながら、方法６００における或る特定の動作を説明した順序で実施する必要
はなく、状況に応じて修正、および／または完全に省略してもよい。例えば、デジタル著
作物内の分割マークを検索し、当該分割マークを不変的位置参照識別子で置換または重ね
合わせる動作６１４、および目次を生成する動作６１６を省略することができる。また、
デジタル著作物を分割する動作６０８および不変的位置参照識別子を生成する動作６１０
を実施する順序は重要ではなく、これらの動作を必要に応じて反転してもよい。
【００４３】
　　（例示的な分割方法）
　図７は、デジタル著作物を分割する幾つかの例示的な方法を示すブロック図である。こ
の方法を用いて、上述の方法５００および６００においてデジタル著作物を分割すること
ができるが、必ずしもそうする必要はない。図７は５つの異なる分割アプローチ、即ち、
文字ベースの分割７０２、単語ベースの分割７０４、文ベースの分割７０６、段落ベース
の分割７０８、およびバンドベースの分割７１０を示す。幾つかの実装では、これらのア
プローチの各々を適用して、デジタル著作物を分割した結果のそれぞれのセグメントがほ
ぼ同量のテキストコンテンツを含むようにすることができる。このセグメントの均一性に
より、ユーザがそれぞれの不変的位置参照識別子を一般に均一な量のテキストコンテンツ
と同等に扱うことができるので、デジタル著作物内のナビゲーションがより直感的となる
。しかし、他の実装では、当該セグメントは異なる量のテキストコンテンツを含んでもよ
い。
【００４４】
　文字ベースのアプローチ７０２では、デジタル著作物のそれぞれの文字が別個のセグメ
ントとなるように、デジタル著作物を分割する。従って、図示した実装では、句「Ｂｕｔ
、Ｓｏｆｔ!」は１０個のセグメントに分割される。このアプローチにより、デジタル著
作物内において最も高い分解度の参照が提供されるが、必要な処理リソースは最も多く、
生成される位置参照の索引ファイルは最大となる。
【００４５】
　単語ベースのアプローチ７０４では、デジタル著作物のそれぞれの単語が別個のセグメ
ントとなるように、デジタル著作物を分割する。このアプローチのために、前後の空白で
分離される連続的に配置された文字のそれぞれの組を単語として扱う。従って、図示した
実装では、句「Ｂｕｔ、Ｓｏｆｔ!　Ｗｈａｔ　ｌｉｇｈｔ　ｔｈｒｏｕｇｈ　ｙｏｎｄ
ｅｒ　ｗｉｎｄｏｗ　ｂｒｅａｋｓ!」は８つのセグメントに分割される。このアプロー
チにより提供されるデジタル著作物内の参照の分解度は、文字ベースのアプローチより幾
分低くなるが、それに比例して、必要な処理リソースはより少なく、生成される索引ファ
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イルはより小さくなる。
【００４６】
　文ベースのアプローチ７０６では、デジタル著作物のそれぞれの文が別個のセグメント
となるように、デジタル著作物を分割する。このアプローチのために、デジタル著作物の
最初の文字、ピリオドに続く最初の文字、または強制改行に続く最初の文字で始まり、ピ
リオド、クエスチョンマーク、または感嘆符で終わる任意の文字列を文として扱う。従っ
て、本実装で示す一節は３つのセグメントに分割されている。このアプローチにより提供
されるデジタル著作物内の参照の分解度は、単語ベースのアプローチよりさらに低くなる
が、それに比例して、必要な処理リソースはより少なく、生成される索引ファイルはより
小さくなる。
【００４７】
　段落ベースのアプローチ７０８では、デジタル著作物のそれぞれの段落が別個のセグメ
ントとなるように、デジタル著作物を分割する。このアプローチのために、デジタル著作
物の最初の文字、強制改行に続く最初の文字、およびタブインデントに続く最初の文字で
始まり、強制改行で終わる任意の文字列を段落として扱う。従って、本実装で示す一節は
３つのセグメントに分割されている。このアプローチにより提供されるデジタル著作物内
の参照の分解度は、文ベースのアプローチよりさらに低くなるが、それに比例して、必要
な処理リソースはより少なく、生成される索引ファイルはより小さくなる。
【００４８】
　前述の文字、単語、文、および段落ベースのアプローチの各々において、デジタル著作
物内のイメージ（例えば、表、図面、チャート、および他の非テキスト形式の素材）を所
定数の１つまたは複数のセグメントとして扱うことができ、割り当てられたセグメントに
対応する１つまたは複数の不変的位置参照識別子を割り当てることができる。即ち、全て
のイメージに対し、ディスプレイサイズ、解像度、ファイルの大きさまたは他の表示条件
と無関係に、所定数の１つまたは複数の不変的位置参照識別子を割り当てることができる
。例えば、デジタル著作物内の全てのイメージに単一の不変的位置参照識別子を割り当て
ることができる。この識別子は、イメージに先行するテキストに割り当てた不変的位置参
照識別子に続く、次の逐次的な不変的位置参照識別子とすることができる。あるいは、そ
れぞれのイメージに他の任意の所定数の不変的位置参照識別子を割り当ててもよい。
【００４９】
　他の実装では、イメージに対応するデータの大きさに基づき、それに比例してイメージ
に不変的位置参照識別子を割り当ててもよい。即ち、イメージに、当該イメージのデータ
のバイト毎（または複数バイト毎）に１つの不変的位置参照識別子を割り当てることがで
きる。他の実装では、イメージを、１つまたは複数の単語のように扱うことができる（例
えば、全てのイメージを１つの単語として扱うか、または小さなイメージを１０個の単語
として扱う一方で大きなイメージを５０個の単語として扱う）。さらに他の実装では、イ
メージに、イメージとほぼ同量のデータを占めるテキスト量に対応する数の不変的位置参
照識別子を割り当てることができる（例えば、イメージが３０個の文字とほぼ同量のデー
タにより表される場合は、当該イメージに、３０個のテキスト文字に割り当てられるのと
同数の不変的位置参照識別子を割り当てる）。
【００５０】
　印刷文書またはフィルムからデジタル著作物をスキャンまたはキャプチャする場合、バ
ンドベースのアプローチ７１０を適用することができる。バンドベースのアプローチ７１
０では、デジタル著作物を、印刷文書の所定領域に対応するテキストのセグメントに分割
する。バンドは水平および／または垂直とすることができる。図７に示す例では、デジタ
ル著作物は印刷文書の１インチ毎に（または、テキストもしくはイメージの行全体を含む
ようにほぼ１インチ毎に）水平バンドに分割される。それぞれのセグメントは、対応する
水平バンド内に入る文字またはイメージから成る。このアプローチのために、バンド内の
最初の文字で始まり、バンド内の最後の文字で終わる全ての文字を、そのバンドに対応す
るセグメントの部分と考える。従って、本実装で示した一節は２つのセグメントに分割さ
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れている。
【００５１】
　幾つかの実装では、バンドの大きさは少なくとも部分的に、著作物の原本のフォントサ
イズ、行間、または他の書式設定に基づくことができる。例えば、それぞれのバンドが所
定数のテキスト行を含むように、バンドの大きさを決めることが望ましいかもしれない。
このアプローチでは、それぞれの不変的位置参照識別子に対応するテキスト行の数を標準
化することで、フォントサイズ、行間、または他の書式設定とは無関係に、連続する不変
的位置参照識別子の間にあるテキストコンテンツの量が標準化される傾向がある。所定数
の行に適合するようにバンドの大きさを決める実装では、バンドの大きさは、より大きな
フォントサイズおよび／または行間をもつ印刷著作物に対して、より大きくなるであろう
。例えば、１４ポイントのフォントで１行おきに書いた４つの行は、約１.５インチのバ
ンドの大きさを占め、１０ポイントのフォントで行間を空けずに書いた４つの行は約０.
７５インチのバンドの大きさを占めるであろう。
【００５２】
　バンドベースのアプローチ７１０は、オブジェクトをテキストと同様にバンドに分割で
きるので、イメージ、図面、チャート、または他の非テキスト形式のオブジェクトを含む
デジタル著作物の分割に良く適している。文字、単語、文、および段落ベースのアプロー
チでは、このようなオブジェクトは一般に、そのオブジェクトの大きさまたは形状と無関
係に、所定数の１つまたは複数のセグメント（例えば、１セグメント、５セグメント、等
に対応するオブジェクト）として扱われる。
【００５３】
　前述のアプローチの各々を、図７に示すように個々の文字、単語、文、段落、またはバ
ンドベースで行うことができ、または所定の複数の文字、単語、文、段落、またはバンド
に対して実施することができる。例えば、デジタル著作物を、Ｎ個の文字、単語、文、段
落、またはバンド毎にセグメント化することができる。ここで、Ｎは１より大きい任意の
数である。
【００５４】
　幾つかの実装では、前述の分割アプローチの混合または組合せを使用してもよい。その
場合、様々な分割アプローチを消費者への配信前（前処理）、消費者への配信後（後処理
）、または両方の時点に実施することができる。例えば、１つの例示的な実装では、前処
理中にデジタル著作物をバンドベースのアプローチ７１０を用いて粗く分割し、次いで（
例えば、消費者の表示装置により）文字ベースのアプローチ７０２または単語ベースのア
プローチ７０４を用いてより細かく分割することができる。
【００５５】
　デジタル著作物を索引付けすると（幾つかの場合では、索引付けをせずとも）、デジタ
ル著作物を不変的位置参照識別子とともに表示装置上に提示することができる。
【００５６】
　　（不変的位置参照を伴うデジタル著作物の例示的な表示）
　図８～１０に、幾つかの例示的な実装に従って、デジタル著作物を不変的位置参照識別
子とともに表示する表示装置を示す。
【００５７】
　図８は、ディスプレイ画面８０２を有するｅＢｏｏｋリーダ８００を示す。ｅＢｏｏｋ
リーダ装置８００上には、ヘッダー・ペイン８０４、リーディング・ペイン８０６、およ
びナビゲーション・ペイン８０８が表示されている。ヘッダー・ペイン８０４は、タイト
ル、著者名、日付、時刻、またはユーザに関連する他の任意のデータを表示する。リーデ
ィング・ペイン８０６は、ユーザが利用するためのｅＢｏｏｋまたはデジタル著作物のコ
ンテンツを表示する。ナビゲーション・ペイン８０８は様々なインタフェースを含み、そ
れらのインタフェースによりユーザは、ｅＢｏｏｋおよびｅＢｏｏｋリーダ８００のメモ
リまたはシステム記憶装置に格納した他のコンテンツの内部ならびにそれらの間を容易に
ナビゲートすることができる。
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【００５８】
　図示した実装では、ナビゲーション・ペイン８０８は位置フィールド８１０を含み、ｅ
Ｂｏｏｋ内の位置参照識別子の総数（この場合、９０００）に対する現在の不変的位置参
照識別子（この場合、２１０５）を示している。位置フィールド８１０内に表示した不変
的位置参照識別子は、ディスプレイ画面上に表示した第１のコンテンツ（この場合、ｅＢ
ｏｏｋの分割方式に応じて、「Ｂ」、「Ｂｕｔ」、「Ｂｕｔ、Ｓｏｆｔ！」、等）、ディ
スプレイ画面上の最後のコンテンツ（この場合、「ｒ」、「ｈｅｒ」、等）、またはディ
スプレイ画面上の幾つかの選択されたコンテンツ８１４（この場合、単語「ｅａｓｔ」が
選択されている）に対応する不変的位置参照識別子とすることができる。これによりユー
ザは、ｅＢｏｏｋ内で現在自分がどこを読んでいるか、およびｅＢｏｏｋのコンテンツの
先頭および終端と比較した現在の位置を正確に知り、伝達することができる。
【００５９】
　検索フィールド８１２もナビゲーションバー８０８内に与えてある。ユーザは、不変的
位置参照識別子を検索フィールド８１２に入力して、対応するｅＢｏｏｋのコンテンツの
部分に飛ぶことができる。
【００６０】
　図９は、ディスプレイ画面９０２を有するＰＤＡ装置９００を示す。ＰＤＡ装置９００
上には、ヘッダー・ペイン９０４、リーディング・ペイン９０６、およびナビゲーション
・ペイン９０８が、上述の図８と大部分の点において同様の方法で表示されている。しか
し、本実装では、ナビゲーションバー内に表示する代わりに、現在の不変的位置参照識別
子を表示する位置フィールド９１０を、デジタル著作物の選択部分に隣接するリーディン
グ・ペイン９０６の部分に重ね合わせてある。ユーザがデジタル著作物の特定の文字、単
語、文、段落、または他の部分を選択または指示したときに、位置フィールド９１０を表
示することができる。図示した実装では、ユーザは、単語「ｅａｓｔ」を選択しており、
それに応じて、現在の不変的位置参照識別子（この場合、２１０５）を示す位置フィール
ド９１０が単語ｅａｓｔに隣接する吹き出しウィンドウ内に表示されている。位置フィー
ルド９１０を、リーダからの要求があったとき、または他のトリガ・タイプのイベントま
たはコマンド（例えば、終端位置の保存、最後に中断した場所でのファイルの再オープン
、等）があったときに表示することができる。
【００６１】
　図１０は、デジタル著作物を索引付けする必要なく、デジタル著作物を不変的位置参照
識別子とともに表示できる例示的な方法を示す。本実装では、デジタル著作物内の位置は
、基礎となるデジタル著作物のデータのバイトカウントまたは他の何らかの単位に基づい
て判定される。
【００６２】
　デジタル著作物内のそれぞれの文字は、データの単位により表わされる。データのそれ
ぞれの単位はデジタル著作物の何らかの部分に対応する。例えば、データの各バイトは、
一般にデジタル著作物のほぼ１つの文字に対応する。従って、デジタル著作物内のコンテ
ンツの位置を判定するために、コンテンツをそのコンテンツに対応するデータのバイトに
マップさせ、当該データのバイトに対するアドレスまたはバイトカウントを判定すること
ができる。当該アドレスまたはバイトカウントは、何ら追加の索引付けせずに、デジタル
著作物に対する不変的位置参照識別子として役割を果たすことができる。次いで現在のア
ドレスまたはバイトカウントをデジタル著作物の基礎となるファイル内の総バイトカウン
トに対して与えて、当該デジタル著作物の先頭および終端に対する現在の位置の指示を与
えることができる。
【００６３】
　図１０に示す実装において、ユーザは表示コンテンツ内の単語「ｅａｓｔ」を選択また
は指示している。単語「ｅａｓｔ」の最初の文字は、ｅＢｏｏｋリーダのメモリまたはシ
ステム記憶装置に存在するｅＢｏｏｋデータファイル１００２内のデータの総計９０００
個のバイトのうちバイト番号２１０５に対応する。従って、ｅＢｏｏｋリーダ１０００の
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位置フィールド１００４は、位置２１０５／９０００を表示する。本実装をバイトカウン
トの点で説明したが、他の任意のデータの単位を、不変的位置参照識別子として代わりに
使用することができる。
【００６４】
　デジタル著作物がテキストコンテンツの行間にイメージを含む場合などの幾つかの場合
、イメージは大量のデータに対応しうるので、バイトカウントは、イメージが置かれてい
る点でジャンプするように見えるかもしれない。例えば、小さなイメージで２０，０００
バイト以上を消費する場合がある。このジャンプのように見えることを防止するため、イ
メージをテキストコンテンツの先頭または終端に格納し、次いでイメージを、固定の大き
さのバイトまたは経験的に選択した大きさのバイトのイメージポインタを介してテキスト
内部から参照することができる。
【００６５】
　　（デジタル著作物を提示する例示的な方法）
　図１１は、デジタル著作物を不変的位置参照とともに提示する例示的な方法１１００を
示すフローチャートである。この方法１１００は、ｅＢｏｏｋリーダ、コンピュータモニ
タ、ＰＤＡ、または他の任意の適切な表示装置を用いて実装することができる。簡潔さの
ため、方法１１００を、図４のｅＢｏｏｋリーダ装置上に実装されているとして説明する
。図１１の方法を説明するため、１つまたは複数のｅＢｏｏｋまたは他のデジタル著作物
が既にｅＢｏｏｋリーダのメモリに格納されていると想定している。
【００６６】
　図１１を再度参照すると、方法１１００は、１１０２で、ｅＢｏｏｋまたはデジタル著
作物の部分をディスプレイ画面上に一組の表示条件（例えば、表示装置の種類、画面サイ
ズ、フォントサイズ、等）の下で表示することを含む。１１０４で、デジタル著作物が不
変的位置参照識別子を含む何らかの関連データを有するかどうかに関する判定を行う。不
変的位置参照識別子を含むデータが存在すると判定される場合、不変的位置参照識別子は
、当該関連データに基づいてディスプレイ画面上に与えられる。不変的位置参照識別子を
含む関連データがないと判定される場合は、不変的位置参照識別子は、デジタル著作物の
表示部分を表すデータのバイトカウントまたは他の単位に基づいて与えられる。
【００６７】
　１１０６で、デジタル著作物の部分に対応する１つまたは複数の不変的位置参照識別子
をディスプレイ画面上に表示する。不変的位置参照識別子は、デジタル著作物の位置また
はセグメントに関連する別個の識別子であるが、位置参照識別子がデジタル著作物自体の
文字ではないという意味でデジタル著作物から分離している。従って、デジタル著作物の
コンテンツは位置参照識別子を与えることによって変えられることはない。位置参照識別
子をメタデータとしてデジタル著作物に添付すること、位置参照識別子のインデックスフ
ァイルをデジタル著作物のデータファイルに付加すること、デジタル著作物のデータファ
イルとは別に位置参照識別子インデックスファイルを維持すること、または他の任意の既
知の方法により、位置参照識別子をデジタル著作物に関連付けることができる。このよう
に、デジタル著作物の部分が表示される表示条件と無関係に、それぞれの不変的位置参照
識別子が、デジタル著作物の対応する部分とともに与えられる。
【００６８】
　幾つかの実装では、１１０８で、ディスプレイおよびリーディング・ペインをディスプ
レイ画面上に表示する。その場合、デジタル著作物の表示部分がリーディング・ペインに
表示され、不変的位置参照識別子はナビゲーション・ペインに与えられる。追加または代
替として、１１１０で、不変的位置参照識別子を、当該不変的位置参照識別子がそれぞれ
関連付けられるデジタル著作物の部分に重ね合わせることができる。また、追加または代
替として、不変的位置参照識別子は、ディスプレイ画面上に表示したデジタル著作物の部
分（例えば、文字、単語、文、段落、オブジェクト、または他のコンテンツ）をユーザが
選択または指示することに応じて与えられる。
【００６９】
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　様々な実装では、不変的位置参照識別子はデジタル著作物の１つまたは複数の文字、単
語、文、段落、イメージ、図面、バンド、またはオブジェクトに対応することができる。
不変的位置参照識別子には、文字、数字、句読点、記号、または他の文字の任意の組合せ
を含むことができる。使用を容易にするためには、不変的位置参照識別子は数字であり、
および／または容易に管理できる文字数（例えば、多くても４文字）を含むことが望まし
いかもしれない。また、不変的位置参照識別子には、ユーザがデジタル著作物をナビゲー
トすることを支援するために小数点、カンマ、コロン、または他の句読点（例えば、２１
０．５または２，１０５または２：１：０５）を含むことができるが、そうである必要は
ない。
【００７０】
　一方、任意数の数字および／または文字を有する不変的位置参照識別子を使用してもよ
い。例えば、９９９９個を上回る数のセグメントを有するもの（例えば、文字ベースのア
プローチを用いて分割され、９９９９個を上回る数の文字を有する著作物、またはバイト
・ベースのアプローチを用いて分割され、９９９９個を上回る数のバイトを有する著作物
）に著作物を分割する分割アプローチを使用する場合は、より多くの数字または文字が望
ましいかもしれない。追加または代替として、より多くのセグメントを有する著作物を所
望の数の数字に短縮することができる（例えば、１２３,４５６を１,２３４に切り捨てる
ように、不変的位置参照識別子の実際の数を切り捨てること、所定の因子により分割する
こと、表示を最適化するために１タイトル当たりの基準で経験的に判定した因子により分
割すること、等により）。
【００７１】
　場合によっては、それぞれの不変的位置参照識別子に十分に均一な量のコンテンツを割
り当てることが望ましい場合がある。従って、幾つかの実装では、短編の著作物は長編の
著作物よりも少ない不変的位置参照識別子を有することができる。一方、他の実装では、
デジタル著作物は、標準的な数（例えば、９９９９）の不変的位置参照識別子を有するこ
とができる。表示される不変的位置参照識別子の性質および長さと無関係に、幾つかの実
装では、デジタル著作物内でより具体的または正確な参照を可能とすることができる。例
えば、図８を再度参照すると、不変的位置参照識別子を４つの数字（即ち、２１０５）と
して表示してあるが、ユーザはより具体的な不変的位置参照識別子（例えば、２１０５.
２５）を検索フィールドに入力することができ、それによりデジタル著作物内のより具体
的な不変的位置参照識別子の位置に移動するであろう。この正確性は、例えば、デジタル
著作物を表示された数の不変的位置参照識別子よりも多いセグメントに分割すること（「
隠れた正確性」）、またはそれぞれのセグメント内の位置をセグメントの割合として補間
すること（「補間」）により、達成することができる。
【００７２】
　隠れた正確性のアプローチでは、デジタル著作物は表示されたものより多くの数のセグ
メントに分割される（例えば、著作物は９９９,９９９個のセグメントに分割されるが、
当該著作物は９,９９９個の不変的位置参照識別子を有するとして表示される）。従って
、ユーザは、隠れて表示されない追加の２つの小数部分内で検索することができる。補間
アプローチでは、著作物は表示された不変的位置参照識別子（例えば、９,９９９）と同
数のセグメントに分割され、当該セグメント内の近似的な位置が、追加の精度部分の割合
として判定される（例えば、２１０５.２５は、２１０５と２１０６との間の距離の２５
％である）。従って、図８の例に補間アプローチを適用すると、不変的位置参照識別子２
１０５.０～２１０５．２４は文字「Ｅ」に対応し、２１０５.２５～２１０５.４９は文
字「Ａ」に対応し、２１０５.５０～２１０５.７４は文字「Ｓ」に対応し、２１０５.７
５～２１０５.９９は文字「Ｔ」に対応する。補間アプローチを、バンドベースの分割ア
プローチを用いて実装してもよいが、それぞれのセグメントをある数の垂直バンドに分割
することは、必要に応じて切り上げまたは切り下げした、追加された精度部分の逆（例え
ば、１／０.２５は４個の垂直バンドである）と等価である。
【００７３】
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　幾つかの実装では、方法１１００は、１１１２で不変的位置参照識別子を入力するため
の検索フィールドを提示し、ユーザが当該検索フィールドへ不変的位置参照識別子を入力
したことに応じて、ディスプレイ画面を更新して、入力された不変的位置参照識別子に対
応するデジタル著作物の部分を表示することを、さらに含むことができる。また、幾つか
の実装では、方法１１００は、１１１４で対応する不変的位置参照識別子に基づいて、デ
ジタル著作物のコンテンツを参照する目次を与えることを含むことができる。
【００７４】
　方法１１００における或る種の動作を説明した順序で実施する必要はなく、状況に応じ
て、修正および／または完全に省略してもよいことを理解されたい。例えば、動作１１０
６～１１１４の任意の１つまたは複数を省略することができる。
【００７５】
　さらに、本明細書で説明した任意の方法の動作の何れかを、１つまたは複数のコンピュ
ータ読み取り可能な媒体に格納した命令に基づいて、プロセッサまたは他のコンピューテ
ィング装置で実装することができる。コンピュータ読み取り可能な媒体は、必要に応じて
、前処理システム、表示装置、および／またはデジタル著作物がアクセス可能な任意の利
用可能な媒体とすることができる。一例として、コンピュータ読み取り可能な媒体にはコ
ンピュータ記憶媒体および通信媒体が含まれるが、これらには限定されない。コンピュー
タ記憶媒体には、コンピュータ読み取り可能な命令、データ構造、プログラムモジュール
または他のデータなどの情報を記憶するための任意の方法または技術で実装した揮発性お
よび不揮発性、取外し可能および取外し不可能な媒体が含まれる。コンピュータ記憶媒体
には、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、フラッシュメモリもしくは他のメモリ技術、ＣＤ
－ＲＯＭ、ＤＶＤ（Digital Versatile Disk）もしくは他の光記憶装置、磁気カセット、
磁気テープ、磁気ディスク記憶もしくは他の磁気記憶装置、または所望の情報を記憶する
ために使用でき、かつ前処理システム、表示装置、および／またはデジタル著作物により
アクセス可能な任意の他の媒体が含まれるが、これらに限定されない。上の任意の組合せ
もコンピュータ読み取り可能な媒体の範囲に含まれるべきである。
【００７６】
　　（ｅＢｏｏｋのデータ構造）
　図１２は、ｅＢｏｏｋの例示的なデータ構造１２００を示し、ｅＢｏｏｋの例示的なデ
ータ構造１２００は、ヘッダーフィールド１２０２、ｅＢｏｏｋまたはデジタル著作物を
表すデータを含むコンテンツフィールド１２０４、不変的位置参照識別子の索引および当
該索引が対応するコンテンツの部分の指示を含む位置参照フィールド１２０６、ならびに
データ構造１２００の終端を指定する終端データフィールド１２０８を含む。本実装では
、不変的位置参照識別子はデジタル著作物のコンテンツとは別個のデータフィールドとし
て構成されているが、同一のデータ構造の一部である。データ構造１２００は任意の所望
のプログラミング言語で書くことができ、必要または要求に応じて、他の様々なデータフ
ィールドを含むことができる。
【００７７】
　位置参照フィールド１２０６は、不変的位置参照識別子、ならびに、例えば目次、デジ
タル著作物内の様々な位置へのハイパーリンクもしくはポインタのリスト、デジタル著作
物の基礎となるファイル内のバイトカウントもしくはアドレスのリスト、および／または
デジタル著作物の索引付け方式に関する他の任意の情報などの、デジタル著作物に関する
当該不変的位置参照識別子の索引付け方式に関する様々な他の情報を含むことができる。
【００７８】
　　（結論）
　本発明の主題事項を構造的特徴および／または方法論的動作に固有の言語で説明したが
、添付の特許請求の範囲で定義される本発明の主題事項は、必ずしも説明した特定の特徴
または動作に必ずしも限定されないことを理解されたい。寧ろ、特定の特徴および動作は
、本発明を実装する例示的な形態として開示されている。例えば、方法論的動作は、本明
細書で説明した順序または組合せで実施される必要はなく、１つまたは複数の動作の任意
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の組合せで実施することができる。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】
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